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(57)【要約】
【課題】新生児収容室の天蓋に外力が印加されても、保
育器自体や外力の原因になった他の機器や医師及び看護
士等に対する事故を未然に防止することができる、保育
器を提供する。
【解決手段】新生児収容室の天蓋２６に対する外力の印
加を制御機構の光検出器３８が検知し、天蓋２６を下降
及び上昇させる駆動機構を非作動状態にする信号を制御
機構の信号出力部が外力の印加の検知時に出力する。こ
のため、天蓋２６に衝突や接触や何らかの物体の載置等
の外力の印加があっても、駆動機構が非作動状態にされ
るので、天蓋２６に外力が印加されている状態で駆動機
構が天蓋２６の下降及び上昇をそのまま継続または開始
することはない。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　新生児収容室の天蓋を下降及び上昇させる駆動機構が備えられている保育器において、
　前記天蓋に対する外力の印加を検知する検知部と、
　前記駆動機構を非作動状態にする信号を前記検知時に出力する信号出力部と
を有する制御機構
を具備することを特徴とする保育器。
【請求項２】
　前記天蓋の少なくとも一部が変位したことを検知する非接触式センサが前記検知部であ
ることを特徴とする請求項１に記載の保育器。
【請求項３】
　前記天蓋の少なくとも一部が歪んだことを検知する歪みゲージが前記検知部であること
を特徴とする請求項１に記載の保育器。
【請求項４】
　前記天蓋の少なくとも一部において受ける圧力が変動したことを検知する感圧センサが
前記検知部であることを特徴とする請求項１に記載の保育器。
【請求項５】
　前記駆動機構における駆動電流または駆動周期が変動したことを検知する検知器が前記
検知部であることを特徴とする請求項１に記載の保育器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、新生児収容室の天蓋を下降及び上昇させる駆動機構が備えられていて、閉鎖
型と開放型とに随時に切り換えることのできる、切換型の保育器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　保育器には、自らの力では体温調節等をできない新生児に対して適切な生理的環境を提
供する新生児収容室が設けられている。閉鎖型の保育器では、新生児収容室内の新生児を
外部から視認することができる様に新生児収容室の側面及び天面の略全域が透明部材によ
って形成されており、新生児収容室内では温度のみならず湿度や酸素濃度等も制御される
。開放型の保育器でも、新生児収容室の側面の略全域が透明部材によって形成されており
、新生児収容室の上方に配置されている放射熱源によって新生児収容室内の新生児の臥床
台の温度や新生児自身の体温が制御される。
【０００３】
　更に、新生児収容室の天蓋を下降及び上昇させることによって閉鎖型と開放型とに随時
に切り換えることのできる切換型の保育器もある。この切換型の保育器では、上述の様に
新生児収容室の天蓋を下降及び上昇させる必要があるので、電動機等の駆動機構によって
自動でまたは駆動機構の故障時には手動で新生児収容室の天蓋が下降及び上昇される（例
えば、特許文献１）。
【特許文献１】米国特許第６，２３１，４９９号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　切換型の保育器では、新生児収容室の天蓋を駆動機構で自動的に下降及び上昇させると
、保育器の近傍における他の機器や医師及び看護士等の身体に天蓋が衝突ないしは接触し
たり、天蓋上に何らかの物体が載置されたりしたまま、つまり天蓋に外力が印加されてい
る状態で、天蓋が下降及び上昇される可能性がある。この様な場合に天蓋用の駆動機構が
天蓋の下降及び上昇をそのまま継続または開始すると、その保育器自体や外力の原因にな
った他の機器や医師及び看護士等に事故が生じる可能性がある。従って、本発明は、新生
児収容室の天蓋に外力が印加されても、保育器自体や外力の原因になった他の機器や医師
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及び看護士等に対する事故を未然に防止することができる、保育器を提供することを目的
としている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明に係る保育器は、新生児収容室の天蓋に対する外力の印加を制御機構の検知部が
検知し、駆動機構を非作動状態にする信号を制御機構の信号出力部が外力の印加の検知時
に出力する。このため、新生児収容室の天蓋に衝突や接触や何らかの物体の載置等の外力
の印加があっても、天蓋用の駆動機構が非作動状態にされるので、天蓋に外力が印加され
ている状態で天蓋用の駆動機構が天蓋の下降及び上昇をそのまま継続または開始すること
はない。外力の印加の検知としては、天蓋の少なくとも一部が変位したり歪んだりしたこ
と、天蓋の少なくとも一部において受ける圧力や天蓋の駆動機構における駆動電流または
駆動周期が変動したこと、等の検知がある。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明に係る保育器では、新生児収容室の天蓋に衝突や接触や何らかの物体の載置等の
外力の印加があっても、天蓋用の駆動機構が非作動状態にされるので、天蓋に外力が印加
されている状態で天蓋用の駆動機構が天蓋の下降及び上昇をそのまま継続または開始する
ことはない。従って、保育器自体や外力の原因になった他の機器や医師及び看護士等に対
する事故を未然に防止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　以下、図１～４を参照しながら本発明の一実施形態を説明する。図３、４が、夫々閉鎖
型及び開放型の状態にある本実施形態の保育器を示している。この保育器１１では、架台
１２に車輪１３と支柱１４とが取り付けられており、この支柱１４に基部１５が支持され
ている。基部１５内には温度や湿度等の制御機構（図示せず）が設けられており、基部１
５上に新生児収容室１６が設けられており、基部１５下に収納用の引き出し１７が取り付
けられている。架台１２には支柱１４に沿って基部１５等の高さを調節するためのペダル
１８も設けられている。
【０００８】
　新生児収容室１６内には臥床台（図示せず）が配置されており、この臥床台上に臥床す
る新生児（図示せず）の左側及び右側に位置する一対の左右側処置扉２１と足側に位置す
る足側処置扉２２と頭側に位置する頭側処置壁２３とが新生児収容室１６の側面に設けら
れている。架台１２には左右一対の支柱２４も取り付けられている。左右一対の支柱２４
内には別の左右一対の支柱２５（図４）が入れ子状に配置されており、夫々の支柱２５が
夫々の支柱２４内を摺動することができる。
【０００９】
　新生児収容室１６の天蓋２６と赤外線加熱器２７とが左右一対の支柱２５の一方及び他
方に夫々支持されており、支柱２５が支柱２４内を摺動することによって天蓋２６と赤外
線加熱器２７とは互いに独立に昇降することができる。この昇降は、医師や看護士等が電
動機（図示せず）等の駆動機構に作動指示を与えることによって行われる。天蓋２６も透
明材料によって形成されている。支柱２４には、赤外線加熱器２７が部屋の壁面（図示せ
ず）に衝突することを防止する保護具２８も取り付けられている。左右側処置扉２１には
透明な壁面３１が備えられており、左右一対の手入窓（図示せず）とこれらの手入窓を開
放及び閉鎖する左右一対の手入扉３２とが壁面３１に備えられている。
【００１０】
　図１は、天蓋２６及びその近傍部を示している。左右一対の支柱２５の一方に支持アー
ム３３が取り付けられており、支持アーム３３の支持軸３４に天蓋２６が懸吊されている
。支持アーム３３には一対の弾性支持体３５、３６が取り付けられており、弾性支持体３
５、３６が天蓋２６を押圧することによって支持軸３４の周りにおける天蓋２６の回動を
所定の角度範囲内に制限している。弾性支持体３５、３６の構造としては、例えば、圧縮
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コイルばねの先端部にゴム製の半球状押圧部が取り付けられている構造が考えられる。天
蓋２６のうちの弾性支持体３５の近傍には、照明用等の光源３７が備えられている。
【００１１】
　この保育器１１には、天蓋２６の昇降を制御する制御機構が備えられている。この制御
機構は、天蓋２６に対する外力の印加を検知する光検出器３８と、この検知時に天蓋２６
用の駆動機構を非作動状態にする信号を出力する信号出力部（図示せず）とを有している
。図２に示されている様に、光検出器３８は、支持アーム３３に取り付けられていて互い
に対向している発光素子４１及び受光素子４２と、天蓋２６に取り付けられていて発光素
子４１と受光素子４２との間に向かって延びている光遮蔽体４３とを有している。
【００１２】
　天蓋２６が支持軸３４に自然な状態で懸吊されているだけで天蓋２６に外力が印加され
ていなければ、図２（ａ）に示されている様に光遮蔽体４３は発光素子４１と受光素子４
２との間に位置しており、発光素子４１から発せられた光は光遮蔽体４３に遮蔽されて受
光素子４２に入射しない。この場合には制御機構の信号出力部は信号を出力せず、この状
態で医師や看護士等が天蓋２６用の駆動機構に作動指示を与えれば、天蓋２６はこの作動
指示通りに昇降する。
【００１３】
　しかし、例えば、天蓋２６のうちで支持軸３４よりも支柱２５とは反対側の部分に何ら
かの物体が載置されていれば、図１中に一点鎖線で示されている様に、天蓋２６は弾性支
持体３６の弾性支持力に抗して支持軸３４の周りを図１中で時計回り方向へある角度だけ
回動する。この回動の結果、もし、図２（ｂ）に示されている様に光遮蔽体４３が発光素
子４１と受光素子４２との間から脱出すると、発光素子４１から発せられた光は光遮蔽体
４３に遮蔽されなくて受光素子４２に入射する。
【００１４】
　この場合には制御機構の信号出力部が信号を出力し、この状態で医師や看護士等が天蓋
２６用の駆動機構に作動指示を与えても、天蓋２６はこの作動指示にも拘らず昇降しない
。また、例えば、天蓋２６の昇降中に天蓋２６のうちで支持軸３４よりも支柱２５とは反
対側の部分に何らかの物体が落下してきたり、天蓋２６の下降中に天蓋２６のうちで支持
軸３４よりも支柱２５側の部分に医師や看護士等の頭部が衝突したりして、光検出器３８
の光遮蔽体４３が図２（ｂ）の状態になった場合にも、制御機構の信号出力部が信号を出
力する。この場合には、信号出力部からの信号の出力によって、昇降中であった天蓋２６
の昇降が停止される。
【００１５】
　また、例えば、天蓋２６のうちで支持軸３４よりも支柱２５側の部分に何らかの物体が
載置されていれば、図１中に二点鎖線で示されている様に、天蓋２６は弾性支持体３５の
弾性支持力に抗して支持軸３４の周りを図１中で反時計回り方向へある角度だけ回動する
。この回動の結果、もし、図２（ｃ）に示されている様に光遮蔽体４３が発光素子４１と
受光素子４２との間から脱出すると、発光素子４１から発せられた光は光遮蔽体４３に遮
蔽されなくて受光素子４２に入射する。この場合にも制御機構の信号出力部が信号を出力
し、この状態で医師や看護士等が天蓋２６用の駆動機構に作動指示を与えても、天蓋２６
はこの作動指示にも拘らず昇降しない。
【００１６】
　更に、例えば、天蓋２６の昇降中に天蓋２６のうちで支持軸３４よりも支柱２５側の部
分に何らかの物体が落下してきたり、天蓋２６の下降中に天蓋２６のうちで支持軸３４よ
りも支柱２５とは反対側の部分に医師や看護士等の頭部が衝突したりして、光検出器３８
の光遮蔽体４３が図２（ｃ）の状態になった場合にも、制御機構の信号出力部が信号を出
力する。この場合には、信号出力部からの信号の出力によって、昇降中であった天蓋２６
の昇降が停止される。
【００１７】
　なお、以上の実施形態の保育器１１では天蓋２６に対する外力の印加を検知するために
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非接触式センサとしての光検出器３８が用いられているが、外力の印加を検知するために
、光検出器３８以外に種々の機器を用いることができる。例えば、発光素子４１、受光素
子４２及び光遮蔽体４３に夫々超音波発信機、超音波受信機及び超音波遮蔽体が対応する
、非接触式センサとしての超音波探知機を用いることができる。また、天蓋２６のうちで
外力の印加によって最も歪み易い部分、例えば支持軸３４の近傍部に歪みゲージを貼付す
ることもできる。
【００１８】
　更に、天蓋２６に印加される外力そのものを検知するために、天蓋２６の上面部や周縁
部等に感圧センサを貼付することもできる。また、天蓋２６を電動機で駆動している場合
にこの天蓋２６に外力が印加されると、電動機の駆動電流及び駆動周期が変動する。つま
り、天蓋２６に印加される外力によって、天蓋２６を駆動するための電動機の負荷が変動
すると、電動機の駆動電流が変動し、負荷の変動によるすべりの変動によって電動機の回
転速度も変動する。従って、天蓋２６を駆動するための電動機の駆動電流または回転速度
の異常値を検知する検知器を用いることもできる。
【産業上の利用可能性】
【００１９】
　本発明は、新生児収容室の天蓋を下降及び上昇させる駆動機構が備えられていて閉鎖型
と開放型とに随時に切り換えることのできる、切換型の保育器の製造等に利用することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の一実施形態の保育器における天蓋及びその近傍部の縦断面図である。
【図２】本発明の一実施形態の保育器における光検出器の斜視図であり、（ａ）は光が検
出されていない状態、（ｂ）（ｃ）は光が検出されている状態を夫々示している。
【図３】閉鎖型の状態にある本発明の一実施形態の保育器の側面図である。
【図４】開放型の状態にある本発明の一実施形態の保育器の側面図である。
【符号の説明】
【００２１】
　１１　　保育器
　１６　　新生児収容室
　２６　　天蓋
　３８　　光検出器（検知部、非接触式センサ）



(6) JP 2010-75285 A 2010.4.8

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(7) JP 2010-75285 A 2010.4.8

10

フロントページの続き

(72)発明者  小林　心一
            埼玉県さいたま市桜区道場２丁目２番１号　アトムメディカル株式会社浦和工場内
(72)発明者  本間　直樹
            埼玉県さいたま市桜区道場２丁目２番１号　アトムメディカル株式会社浦和工場内
(72)発明者  佐藤　英敏
            埼玉県さいたま市桜区道場２丁目２番１号　アトムメディカル株式会社浦和工場内
(72)発明者  松原　一雄
            東京都文京区本郷３丁目１８番１５号　アトムメディカル株式会社内
Ｆターム(参考) 4C341 KK03  MM20 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

